
 

 
 

議案第１１３号 

 

三田市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 

三田市公平委員会委員に次の者を選任したいので、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  住  所  兵庫県明石市東野町 

 

  氏  名  米
よね

  田
だ

  耕
こう

  士
じ

 

 

  令和７年１２月２３日提出 

 

                      三田市長 田 村 克 也 

 

 （提案理由） 

  三田市公平委員会委員 朝本 行夫 氏の死去に伴い、後任委員を選任する必

要があるため。 

 

（参考） 

三田市公平委員会委員一覧表 

氏  名 選 任 年 月 日 任期満了年月日 

森本 小百合 令和５年１１月１３日 令和 ９年１１月１２日 

松尾 隆寛 令和７年  ３月２８日 令和１１年 ３月２７日 

 

地方公務員法 

（人事委員会又は公平委員会の委員） 

第９条の２ 人事委員会又は公平委員会は、３人の委員をもつて組織する。 

２ 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に

理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を

得て、地方公共団体の長が選任する。 



 

 
 

３ 第１６条第１号、第２号若しくは第４号のいずれかに該当する者又は第６０

条から第６３条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者は、委員となるこ

とができない。 

４ 委員の選任については、そのうちの２人が、同一の政党に属する者となるこ

ととなつてはならない。 

５ 委員のうち２人以上が同一の政党に属することとなつた場合には、これらの

者のうち１人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の同意を得て罷免する

ものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた者を罷免すること

はできない。 

６ 地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認め

るとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると

認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合に

おいては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければな

らない。 

７ 委員は、前２項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されるこ

とがない。 

８ 委員は、第１６条第１号、第３号又は第４号のいずれかに該当するに至つた

ときは、その職を失う。 

９ 委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員（第

７条第４項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団

体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処

理を委託した地方公共団体の地方公務員を含む。）の職（執行機関の附属機関の

委員その他の構成員の職を除く。）を兼ねることができない。 

１０ 委員の任期は、４年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

１１ 人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤

とする。 

１２ 第３０条から第３８条までの規定は常勤の人事委員会の委員の服務につ

いて、第３０条から第３４条まで、第３６条及び第３７条の規定は非常勤の人

事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務について、それぞれ準用する。 

 


